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「第三次岩手県循環型社会形成推進計画（第五次岩手県廃棄物処理計画）」 

の基本的方向について（答申） 

 令和２年６月 12 日付け資循第 183 号をもって当審議会に対し諮問がありました標記

について、別添の「第三次岩手県循環型社会形成推進計画（第五次岩手県廃棄物処理計

画・岩手県ごみ処理広域化計画）の基本的方向について」のとおり答申します。 

 この答申は、諮問以来、延べ５回にわたる審議会及び循環型社会計画策定特別部会に

おける審議を経て、本日開催の第 46回審議会において取りまとめたものです。 

 知事におかれましては、この答申を踏まえ、「第三次岩手県循環型社会形成推進計画

（第五次岩手県廃棄物処理計画・岩手県ごみ処理広域化計画）」を策定されるとともに、

目指す姿の基本目標である「地域循環共生圏を３Ｒで支える持続可能ないわて」を実現

していくため、様々な機会を捉え、広く計画の周知を図り、多くの県民の参画・協働の

もとで計画を推進されるよう期待します。 
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